
 

緑 区 地 域 課 題 チ ャ レ ン ジ 提 案 事 業 実 施 要 綱  

 

制 定  緑 地 振 第 050 号  平 成 17 年 ５ 月 １ 日 

             最 近 改 正   緑 地 振 第 818 号   令 和 ６ 年 10 月 １ 日 

 

 (趣 旨 )  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 緑 区 地 域 課 題 チ ャ レ ン ジ 提 案 事 業 (以 下 ｢チ ャ

レ ン ジ 事 業 ｣と い う 。 )の 実 施 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と

す る 。  

 

 (提 案 の 種 類 、 提 案 主 体 の 要 件 及 び 提 案 数 ) 

第 ２ 条  提 案 の 種 類 は 、次 の と お り と す る 。ま た 、提 案 主 体 の 要 件 は 、

緑 区 内 で 主 た る 活 動 を 行 う 団 体 (ボ ラ ン テ ィ ア グ ル ー プ 、市 民 活 動

団 体 、 Ｎ Ｐ Ｏ 、 公 益 法 人 、 自 治 会 、 企 業 等 )で 、 か つ 、 提 案 の 種 類

ご と に 次 の 要 件 を 満 た す も の と す る 。な お 、提 案 数 は 、１ 団 体 に つ

き １ つ ま で と す る 。  

 (1) は じ め の 一 歩 コ ー ス  

２ 人 以 上 の 会 員 で 組 織 し て お り 、新 た に 活 動 を 立 ち 上 げ 、継

続 し 、将 来 的 に 自 立 す る 意 欲 が あ り 、ま た 、チ ャ レ ン ジ 事 業 に

採 択 さ れ た こ と が な い 団 体 で あ る こ と 。  

 (2) チ ャ レ ン ジ コ ー ス  

５ 人 以 上 の 会 員 で 組 織 し て お り 、 組 織 の 運 営 に 関 す る 規 則

(規 約 、 会 則 等 )が あ る こ と 。  

２  次 の 各 号 に 掲 げ る 団 体 又 は 団 体 と 連 携 し て 実 施 す る 場 合 は 、 こ

の 要 綱 に 定 め る 他 の 規 定 に か か わ ら ず 、事 業 提 案 の 対 象 と し な い 。 

 (1)  暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律

（ 以 下「 法 」と い う 。）第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。）  

 (2) 法 人 に あ っ て は 、 代 表 者 又 は 役 員 の う ち に 暴 力 団 員 （ 法 第  

２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て  

同 じ 。） に 該 当 す る 者 が あ る も の  

 (3) 法 人 格 を 持 た な い 団 体 に あ っ て は 、 代 表 者 が 暴 力 団 員 に 該  

当 す る も の  

 

 (対 象 事 業 ) 

第 ３ 条  対 象 と な る チ ャ レ ン ジ 事 業 は 、 緑 区 の 地 域 課 題 解 決 の た め

に 団 体 が 主 体 的 に 行 う 公 益 事 業 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 該 当 す る も の は 対 象 外 と す る 。  

 (1) 営 利 目 的 及 び 特 定 の 個 人 や 団 体 の み が 利 益 を 受 け る 事 業  

(2) 政 治 ・ 宗 教 ・ 選 挙 活 動  

 (3) 事 業 実 施 を 伴 わ な い 調 査 ・ 研 究 事 業  

 (4) 地 区 住 民 ・ 会 員 間 の 交 流 行 事 等 の 親 睦 的 な 活 動  

 (5) 同 一 の 事 業 内 容 で 市 ・ 緑 区 か ら 既 に 助 成 を 受 け て い る 事 業  

 

 (事 業 期 間 ) 

第 ４ 条  事 業 期 間 は 、 次 の と お り と す る 。  



 

 ( 1 )  は じ め の 一 歩 コ ー ス  

単 年 度 と す る 。  

 (2) チ ャ レ ン ジ コ ー ス  

単 年 度 を 原 則 と す る 。 た だ し 、 事 業 を 継 続 し て 実 施 す る 場  

合 は 、 ３ 年 間 を 限 度 と す る 。  

２  前 項 た だ し 書 き に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、毎 年 度 、第 ５ 条 第 １

項 に 規 定 す る 書 類 を 区 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

 

 (チ ャ レ ン ジ 事 業 提 案 ) 

第 ５ 条  チ ャ レ ン ジ 事 業 を 提 案 し よ う と す る 団 体 (以 下 ｢提 案 団 体 ｣

と い う 。 )は 、次 に 掲 げ る 書 類 を 、別 に 指 定 さ れ た 期 日 ま で に 区 長

に 提 案 す る も の と す る 。  

 (1) 緑 区 地 域 課 題 チ ャ レ ン ジ 提 案 事 業 提 案 書 （ 第 １ 号 様 式 ）  

 (2) 緑 区 地 域 課 題 チ ャ レ ン ジ 提 案 事 業 計 画 書 （ 第 ２ 号 様 式 ）  

 (3)  緑 区 地 域 課 題 チ ャ レ ン ジ 提 案 事 業 収 支 予 算 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） 

 (4) 緑 区 地 域 課 題 チ ャ レ ン ジ 提 案 事 業 団 体 概 要 書 （ 第 ４ 号 様 式 ) 

 (5) 団 体 の 定 款 、 規 約 、 会 則 等  

 (6) 役 員 、 会 員 名 簿  

２  チ ャ レ ン ジ 事 業 提 案 を は じ め の 一 歩 コ ー ス で 行 う 場 合 は 、 前 項

第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で の 書 類 の 提 出 を 省 く こ と が で き る 。  

 

（ 審 査 ）  

第 ６ 条  区 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た チ ャ レ ン ジ 事 業 提 案

が チ ャ レ ン ジ 事 業 に 適 す る か ど う か を 検 討 す る た め 、 審 査 委 員 会

を 設 置 す る 。  

２  審 査 委 員 会 は 、別 表 に 掲 げ る 者 で 構 成 し 、審 査 委 員 会 の 委 員 長 は

副 区 長 、副 委 員 長 は 福 祉 保 健 セ ン タ ー 担 当 部 長 と し 、委 員 長 に 事 故

あ る 時 又 は 欠 け た 時 は 副 委 員 長 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

３  審 査 委 員 会 の 審 議 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

(1) チ ャ レ ン ジ 事 業 の 認 定 に 関 す る 審 査  

(2) 補 助 金 交 付 対 象 事 業 の 認 定 に 関 す る 審 査  

(3) そ の 他 審 査 に 必 要 な 事 項  

４  審 査 委 員 会 に お け る 審 査 方 法 は 、ヒ ア リ ン グ（ 以 下「 ヒ ア リ ン グ

審 査 」と い う 。）に よ る も の と す る 。な お 、ヒ ア リ ン グ 審 査 に 参 加

し な い 団 体 の チ ャ レ ン ジ 事 業 提 案 は 、 審 査 の 対 象 外 に な る も の と

す る 。  

  た だ し 、チ ャ レ ン ジ コ ー ス に お い て 、事 業 を 継 続 し て 実 施 す る 場

合 、２ 年 目 以 降 の 事 業 提 案 に つ い て は 、事 業 内 容 及 び 効 果 等 が 明 確

で あ る 場 合 は 、 書 面 に よ る 審 査 に 代 え ら れ る も の と す る 。  

５  審 査 委 員 会 は 、 必 要 に 応 じ て 委 員 長 が 召 集 し 、 議 長 と な る 。  

６  審 査 委 員 会 は 、 委 員 の 半 数 以 上 の 出 席 が な け れ ば 開 く こ と が で  

き な い 。  

７  会 議 の 議 事 は 、過 半 数 で 決 し 、可 否 同 数 の 時 は 委 員 長 が こ れ を 決

す る 。  

８  審 査 委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 関 係 者 の 出 席 を 求 め



 

意 見 を 聞 く ほ か 、 資 料 の 提 出 そ の 他 必 要 な 協 力 を 求 め る こ と が で

き る 。  
 

 (補 足 資 料 の 提 出 等 ）  

第 ７ 条  区 長 は 、チ ャ レ ン ジ 事 業 提 案 の 内 容 を 明 確 に す る た め 、審 査

対 象 と な っ た 団 体 に 対 し て 補 足 資 料 の 提 出 等 を 求 め る こ と が で き

る も の と す る 。  

 

 (区 長 へ の 報 告 ) 

第 ８ 条  審 査 委 員 会 は 、 審 査 対 象 と な っ た 団 体 と 区 長 (関 係 す る 部

署 )と の 協 議 及 び 調 整 後 の チ ャ レ ン ジ 事 業 提 案 に つ い て 総 合 的 に

審 査 し 、 審 査 結 果 を と り ま と め 、 区 長 へ 報 告 す る も の と す る 。  

 

 (区 長 の 検 討 結 果 ) 

第 ９ 条  区 長 は 、 審 査 委 員 会 か ら の 報 告 に 基 づ き 事 業 実 施 の 可 否 に

つ い て 検 討 し 、 検 討 結 果 を 審 査 対 象 と な っ た 団 体 に 通 知 す る も の

と す る 。  

 

 (区 の 支 援 内 容 ) 

第 １ ０ 条  前 条 の 規 定 に よ り 事 業 実 施 の 対 象 と な っ た 団 体 (以 下 ｢チ

ャ レ ン ジ 事 業 実 施 団 体 ｣と い う 。)に 対 し 、区 長 は 、必 要 に 応 じ て 次

の 支 援 を 行 う も の と す る 。  

(1) 事 業 実 施 に 関 す る 助 言 及 び 相 談 対 応  

(2) 事 業 の 広 報 に 関 す る 支 援  

(3) そ の 他 区 長 が 事 業 実 施 に 必 要 と 認 め た 支 援  

 

（ チ ャ レ ン ジ 事 業 実 施 団 体 の 制 限 ）  

第 １ １ 条  令 和 ４ 年 度 以 降 に 新 た な 事 業 を 開 始 す る チ ャ レ ン ジ 事 業

実 施 団 体 は 、事 業 を 継 続 し て 実 施 す る 場 合 を 除 き 、再 び 同 一 コ ー ス

の チ ャ レ ン ジ 事 業 実 施 団 体 と な る こ と は で き な い 。  

 

 (緑 区 の 経 費 補 助 等 ) 

第 １ ２ 条  緑 区 は チ ャ レ ン ジ 事 業 の 経 費 の 一 部 を 補 助 す る こ と が で

き る も の と す る 。  

２  経 費 補 助 に か か る 詳 細 に つ い て は 、 緑 区 地 域 課 題 チ ャ レ ン ジ 提

案 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 の 定 め に よ る 。  

 

 (変 更 等 ) 

第 １ ３ 条  チ ャ レ ン ジ 事 業 実 施 団 体 は 、 当 該 事 業 の 内 容 を 変 更 し よ

う と す る 場 合 は 、緑 区 地 域 課 題 チ ャ レ ン ジ 提 案 事 業 変 更 届（ 第 ５ 号

様 式 ）を 速 や か に 区 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、軽 微 な

変 更 に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。  

２  当 該 事 業 が 予 定 の 期 間 に 完 了 す る 見 込 み の な い 場 合 、 若 し く は

完 了 し な い 場 合 、又 は 事 業 の 遂 行 が 困 難 と な っ た 場 合 は 、速 や か に

区 長 に 報 告 し 、 そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  



 

 (状 況 報 告 及 び 調 査 ) 

第 １ ４ 条  区 長 は 、 当 該 事 業 の 状 況 報 告 の 聴 取 及 び 調 査 を 必 要 に 応

じ て 行 う こ と が で き る 。  

 

 (実 績 報 告 ) 

第 １ ５ 条  チ ャ レ ン ジ 事 業 実 施 団 体 は 、対 象 事 業 が 完 了 し た と き は 、

事 業 完 了 後 、 速 や か に 緑 区 地 域 課 題 チ ャ レ ン ジ 提 案 事 業 実 績 報 告

書 (第 ６ 号 様 式 )、緑 区 地 域 課 題 チ ャ レ ン ジ 事 業 実 施 報 告 書 (第 ７ 号

様 式 )及 び 緑 区 地 域 課 題 チ ャ レ ン ジ 提 案 事 業 収 支 決 算 書 (第 ８ 号 様

式 )等 の 添 付 書 類 を 添 え 区 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

(事 業 実 施 の 可 否 の 取 消 ) 

第 １ ６ 条  区 長 は 、 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 実 施 を 可 と し た 事 業 が 次 に

掲 げ る い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、決 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。 

(1)  虚 偽 の 申 請 を し た 場 合  

(2)  事 業 を 中 止 し た 場 合  

(3)  正 当 な 理 由 が な く 申 請 の 内 容 と 異 な る 事 業 を 実 施 し た 場 合  

(4)  法 令 又 は 事 業 決 定 に 付 し た 条 件 に 違 反 し た 場 合  

 

 (情 報 公 開 等 ) 

第 １ ７ 条  第 ５ 条 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 提 案 に つ い て 、 当 該 事 業

の 概 要 を 公 開 す る こ と が で き る も の と す る 。  

２  選 考 さ れ た 事 業 に つ い て は 、 当 該 事 業 の 概 要 及 び 当 該 事 業 を 提

案 し た 団 体 の 名 称 等 に つ い て 公 開 す る も の と す る 。  

 

 (委 任 ) 

第 １ ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 区 長 が 定 め

る 。  

 

  附 則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 17 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 施 行 期 日 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 平 成 18 年 ２ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 施 行 期 日 ）  

３  こ の 要 綱 は 、 平 成 19 年 １ 月 15 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 施 行 期 日 ）  

４  こ の 要 綱 は 、 平 成 19 年 11 月 28 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 施 行 期 日 ）  

５  こ の 要 綱 は 、 平 成 23 年 12 月 19 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 施 行 期 日 ）  

６  こ の 要 綱 は 、 平 成 24 年 12 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 施 行 期 日 ）  

７  こ の 要 綱 は 、 平 成 25 年 12 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 施 行 期 日 ）  



 

８  こ の 要 綱 は 、 平 成 26 年 11 月 20 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

９  こ の 要 綱 は 、 平 成 28 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

10 こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 12 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

11 こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 11 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 施 行 期 日 ）  

12 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 １ 月 19 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

13 こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ３ 月 30 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

14 こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ５ 月 24 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

15 こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

別 表  審 査 委 員 会 （ 第 6 条 ）   

委 員 長  副 区 長  

副 委 員 長  福 祉 保 健 セ ン タ ー 担 当 部 長  

 総 務 課 長  

 区 政 推 進 課 長  

 福 祉 保 健 課 長  

 



第１号様式（第５条第１項） 

 

緑区地域課題チャレンジ提案事業提案書 

年 月 日 

横浜市緑区長 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

次の事業について、緑区地域課題チャレンジ提案事業として参加したいので緑区地域課題チャ

レンジ提案事業実施要綱に基づき関係書類を添えて提案します。 

   提案事業名 

 

 

希望コース 
（どちらかに丸をしてください） 

   はじめの一歩コース ・ チャレンジコース 

 

実施日又は実施期間 

  

 

実施場所・時間 

 

 

  対 象 者  

 

 

【添付書類】 

(1) 緑区地域課題チャレンジ提案事業計画書 

(2) 緑区地域課題チャレンジ提案事業収支予算書 

(3) 団体の概要書 

(4) 団体の定款、規約、会則等 

(5) 役員、会員名簿等 

(6) その他区長が必要と認めるもの 

 

提案者 

団体名 
 

所在地 
 

代表者氏名       

【注意事項】 

・はじめの一歩コースは、(3)、(4)、(5)の書類の提出を省略することができます。 

・この提案書及び添付書類（役員名簿を除く。）は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に

より、一般の閲覧に供しなければなりません。 



第２号様式（第５条第１項） 

                               年  月  日 

緑区地域課題チャレンジ提案事業計画書（チャレンジ用） 

                         

 横浜市緑区長 

団体名（注１）      

所在地 〒 

横浜市緑区 

代表者氏名 

 

 緑区の地域課題を解決するため、次のとおり事業の提案をします。 

提案事業名  

提案事業の分野 
 

・該当分野に○をしてくださ

い(複数回答可)。 

・複数回答の場合は活動

分野が一番主であると思

われる分野に◎をしてく

ださい。 

 まちづくり  環境 

 福祉  その他 

 こども・青少年   

 防災・防犯   

事業目的 

 

事業内容 

 

 
・事業の具体的内容を記

載してください。 

 

・裏面にスケジュールを

記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・複数の団体が連携して

実施する場合は、その団体

名を記入ください。（注１） 
 

（注１）団体等は、暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団をいう。）ではないことが提案の条件となります。 



スケジュール 日にち・内容 
説 明 

（会場・参加人数など） 

４月   

５月   

６月   

７月   

８月  
 

 

９月   

10月   

11月   

12月   

１月   

２月   

３月   

 



事業のニーズ性 

 

 
・地域のどのような課題

を解決する事業ですか？

また、区民のニーズは把握

していますか？ 

【解決する課題】 

 

 

 

【区民ニーズ】 

 

 

先駆性、先進性や 

アイディア工夫 

 

 
・先駆性や先進性などで、

ＰＲしたい点を記入して

ください。 

 

団体の実施能力 

 
・メンバーの中で、事業を

実施する上での専門的な

知識や経験、当該事業を練

り上げていく能力、意欲等

ＰＲしたい点を記入して

ください。 

 

事業の継続性 
 

 

・補助終了後の自立（事業

継続）に向けてどのような

取り組みを進めていく予

定ですか？ 

 

次年度以降の 

事業展開 
 

 

 

・今回の事業成果をどの

ように発展させていきま

すか？ 

 

地域団体との連携 
 

 

・課題解決にあたって、行

政との連携はもとより、地

域の様々な団体との連携

を進める考えがあります

か？ 

 有 ・ 無  ←○をつけてください。 

（有の場合、具体的な内容を記入してください。） 

（無の場合、その理由を記入してください。） 

行政チェック欄 他の補助事業の照会及び検討  



第２号様式（第５条第１項） 

                                年  月  日 

緑区地域課題チャレンジ提案事業計画書（はじめの一歩用） 
                         

 横浜市緑区長 

                  団体名（注１） 

                  所在地 〒 

                      横浜市緑区 

                  代表者氏名 

 

 緑区の地域課題を解決するため、次のとおり事業の提案をします。 

提案事業名  

提案事業の分野 
 

・該当分野に○をしてくださ

い(複数回答可)。 

・複数回答の場合は活動

分野が一番主であると思

われる分野に◎をしてく

ださい。 

 まちづくり  環境（脱炭素化を含む） 

 福祉  その他 

 こども・青少年   

 防災・防犯   

事業目的 

 

事業内容 

 

 
・事業の具体的内容を記

載してください。 

 

・裏面にスケジュールを

記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・複数の団体が連携して

実施する場合は、その団体

名を記入ください。（注１） 
 

（注１）団体等は、暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団をいう。）ではないことが提案の条件となります。 
 



スケジュール 日にち・内容 
説 明 

（会場・参加人数など） 

４月   

５月   

６月   

７月   

８月  
 

 

９月   

10月   

11月   

12月   

１月   

２月   

３月   

 



事業のニーズ性 
 

・地域のどのような課題を

解決する事業ですか？ま

た、区民のニーズは把握し

ていますか？ 

【解決する課題】 

 

 

【区民ニーズ】 

 

先駆性、先進性や 

アイディア工夫 
 

・先駆性や先進性などで、

ＰＲしたい点を記入。 

 

団体の実施能力 
 

・メンバーの、専門的な知

識や経験、能力、意欲等Ｐ

Ｒしたい点を記入。 

 

事業の継続性 

 

・補助金終了後の事業継続

方法を記入 

 

次年度以降の 

事業展開 

 

・今回の事業成果をどのよ

うに発展させますか？ 

 

地域団体との連携 
 

・地域の団体と連携を進め

る考えがありますか？ 

 有 ・ 無  ←○をつけてください。 

（有の場合、具体的な内容を記入してください。） 

（無の場合、その理由を記入してください。） 

メンバー氏名 
（代表者に◎をつけてく

ださい。） 

 

事 務 所 

（連絡担当者） 
 

行政チェック欄 他の補助事業の照会及び検討  

 



 第３号様式（第５条第１項） 

緑区地域課題チャレンジ提案事業収支予算書 
提案団体名           

   

提 案 事 業 名  

                             （単位  円） 

収
入
の
部 

科  目 金  額 備   考 

提案団体負担額(A)   

 

 

 

（うち、事業収入） 

  

（うち、その他収入） 

 

 

 

 

緑区負担額(B)   

収入合計   

支
出
の
部 

科目・説明 金  額 備   考 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
  

支出合計   



第４号様式（第５条第１項） 

緑区地域課題チャレンジ提案事業団体概要書（注１） 

団 体 名 
（ふりがな） 

 

所在地 
〒 

代表者氏名 
（ふりがな） 

 

 

事 務 所 

（連絡担当者） 

 

 

設 立 年 月 年  月 活動開始年月 年  月 

会 員 数 

( 構 成 員 数 ) 

個人： 

団体： 

入会条件 

主な活動地域 
横浜市緑区     町 

その他（         ） 

広報関係の有無 

（会報、広報誌等の発行） 

 有 （年   回発行）   ／  無 

（ホームページ） 

    有 （URL             ） ／ 無 

団 体 の 目 的 

 

 

 

 

主 な 活 動 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでに補助

金や委託を受け

た実績 

※これまでに市や他の行政機関から事業を受託したことがある場合は、事業名・委託契約先

名・受託時期を、また、これまでに市や他の行政機関、民間団体等から補助金を受けたことが

ある場合は、名称、助成団体、金額、時期等を記入してください（過去５年間程度）。 

 

 
 
 

 （注１）団体等は、暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。）ではないことが提案の条件となります。 

 

（はじめの一歩コースの場合、第４号様式は省略することができます） 

 



第５号様式（第 13 条第１項） 

 

緑区地域課題チャレンジ提案事業変更届 

年 月 日 

横浜市緑区長 

 

 

緑区地域課題チャレンジ提案事業として決定を受けた次の事業について、事業の変更の承認を

受けたいので、届け出ます。 

 

事業の名称  

    実 施 日 

    又は 

  実施期間 

         年    月    日 

 

  年  月  日（ ）～  年  月  日（ ） 

     

実施場所 

 

 

変 

更 

内 

容 

 

変更前 

 

 

   変更後 

 

 

 

 

 

変更理由 

 

＊この書類及び下記の添付書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定により、一般の閲覧に

供しなければなりません。 

＊収支予算を変更する場合は緑区地域課題チャレンジ提案事業収支予算書（第３号様式）を添付して

ください。 

  

 

  
団体名 

 

所在地 
 

代表者氏名       



第６号様式（第 15 条） 

 

緑区地域課題チャレンジ提案事業実績報告書 

 

年 月 日 

 

（報告先） 

横浜市緑区長 

 

報告者 

団体名 
 

所在地 
 

代表者氏名   

 

 

年  月  日緑地振第      号で交付決定を受けた緑区地域課題チャレンジ提

案事業補助金にかかる事業について、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

１ 提案事業名 

 

２ 補助金交付額     円 

 

３ 補助金執行額     円 

 

４ 残額（余剰額）     円 

 

５ 添付書類 

(1) 緑区地域課題チャレンジ提案事業実施報告書 

(2) 緑区地域課題チャレンジ提案事業収支決算書 

(3) 領収書等経費の支出を証する書類またはその写し 

（ただし、１件の金額が３０，０００円未満のものを除く） 

(4) その他区長が必要と認めるもの 

 

【注意事項】 

 

この報告書及び添付書類（領収書等経費の支出を証する書類を除く。）は、横浜市市民 

協働条例第７条第４項の規定により、一般の閲覧に供しなければなりません。 



第７号様式（第 15 条） 

 

緑区地域課題チャレンジ提案事業実施報告書 

                        提案団体名  

           

提 案 事 業 名 
 

             

事業概要 

 

（イベント等

実施日、参加

者数、実績

等） 

 

今後の課題等 

 



第８号様式（第 15 条） 

緑区地域課題チャレンジ提案事業収支決算書 

提案団体名           

   

提 案 事 業 名 
 

 （単位 円） 

収
入
の
部 

科  目 金  額 備   考 

提案団体負担額(A)   

 

 

 

（うち、事業収入） 

  

（うち、その他収入） 

 

 

 

 

緑区負担額(B)   

収入合計   

支
出
の
部 

科目・説明 金  額 備   考 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

支出合計  
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